
 7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

写真3-1 久保川流域におけるセイタカアワ 

    ダチソウの除去作業 

写真3-2 冬季の間伐作業 

   （知勝院樹木葬墓地） 

写真3-3 間伐材のチップ化 

   （知勝院樹木葬墓地） 

写真3-4 手入れの行き届いた林 

   （知勝院曲渕自然観察林） 

写真3-5 再生したニッコウキスゲ群落 

   （知勝院曲渕自然観察林） 

写真3-6 東京大学との協働による地域の 

    生物調査 
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第４章 自然再生の対象となる地域 

 
 自然再生全体構想で対象とする自然再生の地域は、図4-1に示す赤線の範囲、概ね久保川

流域の羽根橋から上流の立石地域までとする。この地域を久保川イーハトーブ自然再生事

業地（以下「再生事業地」という）と称する。 
 なお、宗教法人知勝院の所有地約25万平方㍍、岩手県と一関市が管理する久保川（支流

栃倉川も含む）以外の地域については、所有者の利用を妨げない範囲での事業実施とする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図4-1 久保川イーハトーブ自然再生事業の対象地域（赤線内の地域） 
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第５章 本事業の目標 

 

本自然再生事業では、当該地域の望ましい里地里山の姿を「久保川イーハトーブ」と名

づけ、そこに残された生物多様性やそれを支える人の営みを適切に評価するとともに、生

物多様性を脅かしている要因については、保全生態学を基礎とした科学的なモニタリング

と検討にもとづき、ていねいに取り除くことで、積極的に生物多様性を再生し、恵み豊か

な里地里山の自然を次世代に引き継ぐことを全体の目標にする。この目標の充足のため、

次の４つの点を重視する。 

 

 

① 生物多様性に満ちた水田・溜池を含む水辺と里地里山の自然環境を保全する。 

 

② 劣化しつつある地域に、かつて存在した在来種から構成される生態系を再生させ、自

然環境学習の場として役立たせる。 

 

③ 里地里山の自然と人との関わりの維持・回復など、自然と共生する社会の重要性を内

外に発信していく。 

 

④ このようにして再生された自然を活かした「里歩き」や保全再生作業体験・自然環境

学習をテーマとしたエコツーリズムなどによって首都圏と当該地域の交流を活発化する。 

 

 

 第三次生物多様性国家戦略にも記されているように、生態系ネットワークの科学的な評

価にもとづく里地里山の生物多様性の保全再生は、わが国の生物多様性の保全と持続可能

な利用という目標にとってきわめて重要な意義をもつ。当該事業は、民間が主な主体とな

る事業でもあることから、対象範囲とする面積は狭く、また投入できる資源も規模も限ら

れたものである。しかし、里地里山の生物多様性を正面から捉え、生態系ネットワークに

ついての科学的なモニタリングにもとづく計画を順応的に実践するという意味においては、

全国に先駆け、また後続の事業の範となるような高い水準の事業をめざすものである。 
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第６章 自然再生の基本的な考え方 

 
 当該地区で事業を進めるにあたっては、自然再生推進法で定められている「自然再生基

本方針」に基づき、次の５点に留意して事業を推進するものとする。 
 
 
①  地域の多様な主体の参加と連携 

 目指すべき自然再生の目標と手法は、従来なされてきた活動による経験と活動主体の主

体性が尊重されるべきである。そこで、本自然再生事業においては、従来同様、地域を含

む多様な主体が参加・連携し、情報を共有し、透明性を確保し、自主的かつ前向きに取り

組むものとする。 
 
②  科学的知見に基づく実施 

 知勝院が他団体と連携して10年前から取り組んできた自然環境の保全・再生の活動によ

って知り得た環境特性や生態系に関する情報と、一昨年から始まった東京大学保全生態学

研究室の調査研究活動とを連携させ、科学的知見に基づく自然再生や目標達成に必要な方

法を定めるものとする。 

 

③  順応的な方法による自然再生 

 自然再生事業の実施については、自然環境や生態系の状況に関する十分な調査を事前に

行う。事業着手後は自然環境の再生状況を定期的に評価・検証し、その結果を科学的に評

価し、これを当該事業に反映させ、順応的な方法により改めて事業を実施する。 

 
④  自然環境学習の推進 

 自然再生を進めるためには、一人一人が実践し、環境の重要性に気づき、生態系への意

識を持つことが求められる。さらに、協議会委員、地域住民、知勝院の関係者など多くの

人々が、科学的知見を共有し深めていく必要がある。このような学習の場として、本事業

が十分活用されるよう努めることとする。 
 
⑤  里地里山の自然再生の理念と効果の発信 

 自然再生によって蘇る豊かな自然を地域外の人々が享受することを通じて、里地里山の

自然再生の重要性と可能性を広く発信する。それに資するフットパスやエコツーリズムの

あり方を探究する。 
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第７章 自然再生事業の概要 

 
 ここでは、自然再生の目標に示した各項目を達成するために必要な事業のうち、当面実

施を計画する事業の項目と概要を記述した。 

各事業の具体的施策については、自然再生実施計画を順次策定し、同実施計画書に詳細

を記すこととする。  

 
 
① 侵略的外来種の排除による溜池環境の保全・再生 

 保全上重要な溜池の調査と保全を進めるとともに、急速に分布を拡大しているウシガエ

ルを中心とした侵略的外来種の排除や拡散防止を行うことにより、在来水生生物の保全・

再生を図る。 
 
② 里地里山環境の保全・再生 

 保全上重要な地区や環境の調査と保全を進めるとともに、管理放棄された雑木林などの

手入れによる在来植生の再生や、休耕田や放棄された溜池跡などを利用した湿地再生、侵

略的外来種の駆除作業などを行い、里地里山環境の保全・再生を図る。 
 
③ 久保川流域の水質・環境改善 

 久保川流域では、水田などからの肥料や生活廃水の流入による富栄養化や、大規模な堰

堤やコンクリート護岸などによる環境悪化が進んでいるため、今後、啓発活動を介して、

環境負荷の少ない環境保全型の農業への転換や、浄化槽設置による生活雑排水処理の推進、

堰堤や護岸の改善などを地域住民や担当行政などに働きかける。 
  

④ 自然環境学習と地域と都市の交流 

 地域住民、特に小中学校を対象とした自然環境学習や観察会などを行い、地域の自然や

生物多様性の保全についての啓発を行うとともに、都市から定期的に訪れる知勝院関係者

の研修として、自然再生事業地を利用した実践的な自然環境学習を企画・実施する。また、

定期的に地域外からの広範な参加者を想定した交流行事「久保川イーハトーブ里歩き」な

どを開催し、再生されたこの地域の自然のさまざまな恵みを地域の人々と都市からの訪問

者がともに享受する機会を設ける。そのようなエコツーリズムに資するフットパスの整備

（図7-1、写真7-1～4）や「里歩き地図」の発行などを自然再生の実践と関連させて進める。 
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図7-1 フットパスの候補（クラムボン広場から霜後滝までの久保川に沿ったコース） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真7-1 クラムボン広場から出発     写真7-2 丸木橋を渡る 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真7-3 久保川に沿った崖下を進む    写真7-4 霜後滝に到着 
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第８章 久保川イーハトーブ自然再生協議会・委員名簿 

 
個 人 

須 田 真 一   久保川イーハトーブ自然再生研究所  
角 谷   拓   久保川イーハトーブ自然再生研究所 

桶 田 太 一   久保川イーハトーブ自然再生研究所 

平 山 健 一   前岩手大学学長 

千 葉 喜 彦   NPO法人北上川流域連携交流会 

藤 堂 隆 則   一関市教育委員会教育長 

及 川 和 男   作家 

佐 藤 晄 僖   世嬉の一酒造代表取締役（一関商工会議所副会頭） 

斎 藤 哲 子   ベリーノホテル一関代表取締役 

高 橋 万里子   NPO法人水環境ネット東北 

高 橋 恵 美   一関市立達古袋小学校長 

小 山 隆 春   岩手県立大学客員研究員 

志羅山 清 高   水環境ネット磐井川 

池 田 鐵 男   公募委員 

内 田 尚 宏   公募委員 

 

団 体 
宗教法人知勝院 
久保川イーハトーブ自然再生研究所 

環境省東北地方環境事務所 
岩手県県南広域振興局一関総合支局保健福祉環境部 
一関市市民環境部 
久保川流域地区区長会 

NPO法人北上川流域連携交流会 

NPO法人水環境ネット東北 
水環境ネット磐井川 
樹木葬・里山保全の会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 14

第９章 久保川イーハトーブ自然再生協議会に参加する者の役割 

 

 久保川イーハトーブ自然再生協議会に参加する者は、それぞれ自然再生事業に関わる役

割を分担し、その遂行に責任を持って取り組むこととする。以下にその役割分担について

示す。 

 
実 施 者 ： 久保川イーハトーブ自然再生研究所 
 

調 査 ・ 研 究 ： 久保川イーハトーブ自然再生研究所 

（東京大学保全生態学研究室の協力を得て実施） 

 

環 境 教 育 ： NPO法人北上川流域連携交流会、NPO法人水環境ネット東北、 

樹木葬・里山保全の会 

 
水 質 改 善 ： 水環境ネット磐井川 

 
住民への連絡・広報 ： 久保川イーハトーブ区長会 
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付表 久保川イーハトーブ自然再生協議会・設置までの歩み 

 
2002（平成14）年秋 

この年より岩手県と締結し、久保川流域においてセイタカアワダチソウの除去を始める 
 
2007（平成19）年４月１日 

久保川イーハトーブ自然再生研究所設立 
 
2007（平成19）年４月27～28日 

東京大学鷲谷いづみ教授現地視察、この年より同保全生態学研究室メンバーが調査

研究を開始 
 
2007（平成19）年６月７日 

鷲谷いづみ教授、千坂嵃峰と共に浅井東兵衛市長に挨拶、久保川流域における生態

系調査について一関市の協力を依頼 
 
2008（平成20）年10月18日 

鷲谷いづみ教授現地視察、自然再生推進法に基づく自然再生協議会を立ち上げるよ

う提案 
 
2008（平成20）年12月６日 

久保川流域の区長（５区）に、自然再生協議会設置について説明、代表として佐藤

浩氏を選出 
 
2008（平成20）年12月18日 

岩手県県南広域振興局一関総合支局長に、自然再生協議会設置について説明 
 
2009（平成21）年１月８日 

一関市長に、自然再生協議会設置について説明 
 
2009（平成21）年１月23日 

東京大学保全生態学研究室にて会議、全体構想および実施計画の内容等について確認 
 
2009（平成21）年２月21日 

第１回「久保川イーハトーブ自然再生協議会」準備委員会を知勝院会館にて開催 
 
2009（平成21）年３月６日 

東京大学保全生態学研究室にて会議、実施計画地についての詳細資料を提出 
 
2009（平成21）年３月25日 

環境省東北地方環境事務所野生生物課を訪問。自然再生協議会設置についての説明

と協力を依頼 
 
2009（平成21）年４月14日 

一関市役所において、自然再生協議会設置について、新聞等マスコミ各社に対して

記者発表 
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久保川イーハトーブ自然再生協議会設置要綱 

 
第１章 総 則 
 
（設 置） 
第１条 久保川流域（支流栃倉川を含む）に係わる自然環境の保全と再生を図るため、自

然再生推進法（平成14年法律第148号）第８条に基づく自然再生協議会を設置する。 
 
（名 称） 
第２条 この自然再生協議会は、久保川イーハトーブ自然再生協議会（以下「協議会」と

称する）という。 
 
（対象地域） 
第３条 協議会が対象とする自然対象地域は、久保川（支流栃倉川を含む）流域の羽根橋

から立石地区までの範囲とする。 
 
第２章 目的及び協議会所掌事務 
 
（目 的） 
第４条 協議会は自然再生地における自然再生事業（以下「自然再生事業」という）の実

施にあたり、その構想を作成し、自然再生事業に関する実施計画の案について協議し、

及び自然再生事業の実施に係わる連絡調整を行うことを目的とする。 
 
（所掌事務） 
第５条 協議会は、次に掲げる事務を行う。 
（１）自然再生全体構想の作成 
（２）自然再生事業の実施計画案の協議 
（３）自然再生事業の実施に係わる連絡調整 
（４）その他の必要な事項 

 
第３章 委 員 
 
（委 員） 
第６条 協議会は、次の各項について選出される委員をもって構成する。 

（１）自然再生事業を実施しようとする者 
（２）地域住民、土地所有者、NPO等、自然環境に関し専門的知識を有する者 

（３）関係行政機関及び関係地方公共団体 
２ 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、協議会の設置時に委員であった者

の任期については、この要綱を定める日から平成23年３月31日までとする。 
 



 17

（委員資格の喪失） 
第７条 委員は、次の事由によって、その資格を喪失する。 

（１）辞任 
（２）死亡若しくは失踪の宣告、又は委員が属する団体若しくは法人の解散 
（３）解任 

 
（辞 任） 
第８条 委員は、やむを得なき事由ある場合は、辞任することができる。なお、辞任しよ

うとする者は、第15条に規定する運営事務局に連絡しなければならない。 
 
（解 任） 
第９条 協議会の名誉を傷つけ、又は、協議会の目的、自然再生推進法若しくは同法第７

条に規定する自然再生基本方針に反する行為があった場合には、協議会は、第12条に規

定する協議会の会議における出席委員の過半数の賛同を経て委員を解任することができ

る。 

２ 解任の決定を諮るに先立ち、解任されようとする者には、協議会の会議において弁明

の機会が与えられなければならない。 
 
第４章 会長及び副会長 

 
第10条 協議会に会長１名及び副会長１名を置く。 
２ 会長及び副会長の選出は委員の互選による。 
３ 会長は協議会を代表し、会務を総理する。 
４ 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある場合は職務を代行する。 
 
第５章 会議及び専門委員会 
 
（協議会の会議） 
第11条 協議会の会議（以下「会議」という）は、会長が招集する。 
２ 会長は会議の議長となる。 
３ 議長は、会議の進行に際して専門的知識を有する者の意見を徴することが妥当と認め

る場合又は委員から専門的知識を有する者からの意見聴取の発議があり、かつ会議にお

ける合意を得た場合には、専門委員会を設置し、会議の他に専門的協議を行うよう要請

することができる。 
 
（専門委員会） 
第12条 専門委員会の委員は協議会の委員のうちから選任する。 
２ 議長は専門委員会の委員長１名を指名する。委員長は専門委員会を統括するとともに、

副委員長１名を指名してその補佐を受ける。 
３ 専門委員会は、付託された専門事項について協議し議長に報告する。 
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４ 専門委員会は、必要と認める場合、委員でない専門的知見を有する者の出席を求めて

意見を徴することができる。 
 
（公 開） 
第13条 協議会の会議は公開を原則とする。 
２ 会議の開催に関する事項等については、久保川イーハトーブ自然再生研究所ホームペ

ージに掲載することにより公開する。 
 
第６章 運営事務局 
 
（運営事務局） 
第14条 協議会の会務を円滑に処するため、知勝院内・久保川イーハトーブ自然再生研究

所に運営事務局を置く。 
２ 協議会の委員は運営事務局の事務に参加することができる。 

 
（運営事務局の所掌事務） 
第15条 運営事務局は、次に掲げる事項に関する事務を行う。 
（１）会議等（専門委員会を含む。以下同じ）の開催、協議及び進行その他に関する事項  
（２）会議等の議事録及び議事要旨の作成並びにその公開に関する事項 
（３）その他の協議会の運営に関し、会長が必要と認める事項 

 
第７章 補 則 
 
（要綱施行） 
第16条 この要綱に定めることのほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会議におけ

る合意を経て会長が別に定める。 
 
（要綱改正） 
第17条 この要綱の改正は、委員の過半数が出席する会議における過半数の同意による。 

２ 要綱の改正に係わる委員の発議は、出席委員の過半数の賛同により採決し、採択した

案件については可能な限り速やかに協議する。 
 
附 則 
１ この要綱は、平成21年５月16日から施行する。 




